
【資料第 1 号】 
 

「文京区アカデミー推進計画」素案 意見募集の結果 

 

 

 

１ 意見募集概要 

（１）パブリックコメント 

  ①募集期間 

  平成２７年１２月８日（火）から平成２８年１月７日（木）まで 

  ②意見提出数 

   3 人 

  ③意見数 

   3 件 

 

（２）区民説明会 

  ①開催日時 

第1回 日時：平成27年12月13日 午後1:30～2:50 

場所：不忍通りふれあい館 ４階会議室 

第2回 日時：平成27年12月13日 午後4:30～5:50 

場所：目白台交流館 洋室Ａ 

第3回 日時：平成27年12月15日 午後6:30～8:00 

場所：シビックセンター地下1階 アカデミー文京 学習室 

  ②参加者 

    第 1 回 1 人 

    第 2 回 1 人 

    第 3 回 4 人 

  ③意見数 

    11 件 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年 1 月 18 日 

 

「文京区アカデミー推進計画」素案説明会及びパブリックコメントのご意見 

 

（No.1～11：説明会でのご意見、No.12～14：パブリックコメントでのご意見） 

No. 該当項目・箇所 意見 区の考え方（案） 

1 P12 

第二章 

４.各分野の目

標と基本的な

方向 

計画に則って、活動したいと考えているが、活

動内容を相談する窓口を知りたい。 

分野ごとに担当が分かれていま

すが、アカデミー推進課にご連絡

頂ければ、内容に沿った分野の担

当をご案内します。 

2 P16～ 

第三章 

１.生涯学習 

地方に比べ、文京区内のサークル活動に関して

広報があまりされていない。サークル活動の広

報とあるが、あまり知られていないと感じる。 

サークル活動の広報については、

計画の中でも充実させていきた

いと考えています。 

3 P16～ 

第三章 

１.生涯学習 

２.スポーツ 

地方では、地域の方の繋がりが強い印象を受

け、うらやましく思う。 

今回の計画では、生涯学習やスポ

ーツ分野において、仲間づくりも

柱のひとつとしています。 

地域では、共通の趣味や目的を持

った方同士が集まってコミュニ

ティをつくり活動していますが、 

今後はそうした活動の輪をさら

に広げていくという狙いがあり

ます。 

4 P26 

第三章 

２.スポーツ 

パブリックビューイングとあったが、文京区で

はみんなで応援するような人はいないのか。 

パブリックビューイングは、平成

26 年からサッカーワールドカッ

プの時に開催し、皆で応援する環

境をつくっています。また、今後

のオリンピック・パラリンピック

で、文京区にゆかりのある選手が

活躍することが期待できますの

で、地域で応援する機運を高めて

まいります。 

5 P34 

第三章 

２.スポーツ 

 

文京区に限らないが、団塊の世代、元気な

60,70 代が、もっとスポーツや文化的な面で

も、世の中に貢献できるような機会や気楽にい

ける場所があるといい。 

27 年度に開始したスポーツボラ

ンティアには約 100 名の登録者

がおり、60 歳以上の方も多く、

スポーツイベントなどに協力い

ただき、活躍しています。 

また、観光ガイドは 60~70 代の

方が多数おります。 

これからも団塊の世代の方々の

活躍の場を広げてまいります。 

 



No. 該当項目・箇所 意見 区の考え方（案） 

6 P34 

第三章 

２.スポーツ 

 

スポーツボランティアの募集は、区報に出てい

たか。 

27 年 4 月 10 日号区報ぶんきょ

うに掲載しました。その後は区立

施設等にチラシを設置し、随時募

集をしています。新年度には再

度、区報に掲載します。 

7 P46 

第三章 

３.文化芸術 

日本の伝統文化に関する教育の担当を知りた

い。 

児童・生徒への教育面は、教育委

員会が担当しています。また、伝

統文化の普及啓発は、アカデミー

推進課が担当しています。 

8 P51 

第三章 

４．観光 

谷根千などでは、ホテルから見た電柱など、な

んでもないような所や、歴史があるところを外

国の方はいいと言う。例えば、外国人に住んで

もらって、自国の文化を日本人に紹介してもら

うのもいいのではないか。 

ご指摘のように、普段見過ごして

しまうような所を掘り起こす視

点を大事にして、観光事業に取り

組んでまいります。 

9 P52 

第三章 

４．観光 

新江戸川公園の松聲閣が内覧会で公開される

が、区民にとってどのような利用方法があるの

か。 

松聲閣は、改修が終わり 1 月 16

日に公開になります。利用方法と

しては、１階の部屋が集会所で、

有料貸出しとなります。また、喫

茶コーナーも設けられます。２階

の部屋は、区民や観光客の方が自

由に出入り出来て、部屋から庭園

を眺められるようになっていま

す。なお、松聲閣は、みどり公園

課が、指定管理者制度を活用し、

管理してまいりますが、今後、イ

ベントの開催や松聲閣の活用を

工夫して行うことになっていま

す。 

10 P58 

第三章 

４．観光 

英語観光ボランティアに参加する場合、募集の

時点で、ある程度の英語能力の基準を示して欲

しい。応募する際の参考にしたい。 

英語観光ボランティアは、ある程

度の英語スキルが必要となるの

で、今後の募集の際には、ご意見

を踏まえて対応してまいります。 

11 P75 

第四章 

３．東京オリン

ピック・パラリ

ンピック 

東京オリンピック・パラリンピックに関する施

設が文京区には無いという認識でいいか。 

現在、組織委員会が野球・ソフト

ボールを IOC に追加種目として

提案していますが、それが平成

28年夏の IOC総会で認められれ

ば、東京ドームで野球・ソフトボ

ールが開催される可能性が高い

と考えています。また、スポーツ

センターが公式練習会場になり、

大会の前に各国の選手が調整す

る場として利用される可能性が

あります。 



No. 該当項目・箇所 意見 区の考え方（案） 

12 P16～ 

第三章 

１.生涯学習 

教育について、今や 80歳以上が 1000万人をこ

え、日本社会の大きな問題になると予想されま

すが、高齢者を病気にならないように刺激を与

えて、医療費を少なくすることは必定です。そ

のためには日々行政よりの間接的接触を考慮

が必要です。 

教育研修制度が予定されているのは良いです

が、初級・中級・専門課程を設け、最終過程は 

それぞれがその分野で最後まで打ち込めるコ

ースの設定もお願いします。 

ヨーロッパでは市民大学が活発に行われてお

り、老後に大学で学んでいる人がたくさんおり

ます。幸いに文京には大学がたくさんあり、提

携すれば聴講生が利用できます。今は枠が少な

い、私立は学費が高いなど問題あるが、私も 

ノンビリ大学で勉強をと考えています。 

さらにケーブルテレビも利用できます。委員会

には民間人も入れて今後推進をお願いします。 

老人に必要なもの、教育（今日行く）と教養（今

日用）は絶対でしょう。開かれた綱領を期待し

ます。区外の民としてはじめてみましたので、  

老婆心ながら一月に一回は最低必要でしょう。 

必要スタッフは老人を活用、声をかければ集ま

ります。なにか役にたてれば幸いです。 

団塊の世代の方々をはじめ、高齢

者や様々な方の生涯学習の機会

の提供・充実を図ることは、本計

画の重要な視点です。区内に多く

ある大学との連携をより一層進

め、区民のニーズにあった生涯学

習の機会や活動の場を提供して

まいります。 

また、本計画のアカデミー推進協

議会には、公募区民の方も参加さ

れています。 

13 P52～ 

第三章 

４．観光 

ボランティアガイドをしていて、非常に有名な

ところが多いけれど、有料で申し込みが少ない

気がする。ボランティアガイドのコースの主な

ポイントの写真を載せて、ホームページを作る

必要があると思います。料金やお客様へのアピ

ールをどうするかはいろいろな方の意見を聞

いてまとめていくことになると思います。 

今回の計画でも、効果的な観光情

報発信として、ホームページの充

実は重要なものと考えます。観光

協会の公式サイトと連携しなが

ら、情報の発信に努めます。 



No. 該当項目・箇所 意見 区の考え方（案） 

14 その他 文化財を指定する際に、（既に指定されている

場合も含めて）また、文化財として指定されて

いないが、文京区にゆかりを持つ構築物等をそ

の建造物単体のみを指定するのでなく、文化財

には該当しないであろう周りの建造物も一緒

に景観保護域として、つまり、その文化財を中

心とした街並みをブロックで保存、維持してい

けば、その文化財の景観や、文化財が成り立っ

た歴史を知りえるという意味で、文京区の雰囲

気が伝わるのではないでしょうか。例えば４，

５軒ぐらいのブロックでも構いません。あくま

でも隣に高層ビルやマンションなどの建物が

なく、歴史的景観を保てるとの条件のもとで

す。 

ブロック内を巡るのと、ただ建造物を見て歩く

とのでは、大いに違ったイメージを持っていた

だけるのではないかと思います。そこまで文京

区の環境は大きく変わろうとしていると思え

ます。ブロック内で居住する人には、大変な協

力を得なければなりませんが、生活面、税制面

などで納得できる話し合いを重ねて実現して

頂きたいと思います。歴史ある建物、地域の変

貌が激しく行われている現状を見ての感想と

お願いです。 

区指定文化財については、文京区

文化財指定基準に基づき、文化財

的価値を調査し、文化財保護審議

会での審議を経て、所有者の同意

をいただいたうえで、指定してお

ります。 

ご提案の文化財を指定する際に、

個別の指定ではなく、まち並みを

ブロックで指定していくことに

ついては、所有者の権利を制限す

る等の難しい課題がありますが、

今後の事業の参考とさせていた

だきます。 

 

 

 


